
⑦ ①

労働組合
「労働組合」の
チ・カ・ラ

　「社長の言うことは絶対！」と思っていませ

んか。そんなことはありません。

　労働基準法は「労働条件は労働者と使用者が

対等の立場で決定する」（第２条）と定め、労

働者には労働組合を結成し、交渉する権利が憲

法（第28条）で保障されているのです。

　労働基準法や最低賃金法などは「労働者が人たるに値する生活を営

む」ための、労働条件の最低基準を定めているにすぎません。

　労働条件を改善するためには、会社に対し労働者も対等な立場で交

渉できる労働組合が必要になります。

　いきなり「クビだ！」などという乱暴な解雇が言われたときも労働

組合の出番です。労働契約法では「客観的に合理的な理由のない解雇

は無効」とされ、経営悪化による「リストラ」や有期雇用で働く人の

「雇い止め」にもきびしい要件があるのです。

　労働者の権利を守ることは一人では大変ですが、みんなで力を合わ

せれば働きがいのある職場をつくることができます。

point!

法律上の根拠！

ブラック企業にも
負けないよ！

憲法第28条、労働契約法第16条、

労働基準法第１条、２条、

労働組合法第１条、７条

2016年
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ディーセント
ワーク！！

２１世紀を自分らしく

社会人になるあなたへ贈る権利手帳

いきなり「クビだ！」も

通用しません！



② ③

賃金
あなたの賃金
「労働契約」は？

　労働基準法は、会社が支払う賃金について、

①通貨で、②全額を、③労働者に直接、④毎月

１回以上、⑤決まった日に支払わなければなら

いと定めています。これを「賃金支払いの５原

則」（労基法24条）と言い、違反には罰金もあ

ります。また、会社が労働者を採用するときは、

賃金、労働時間などを書面などで明示しなけれ

ばなりません。あとからトラブルにならないよ

う、はっきりさせておきましょう。

　「いつからいつまで働くのか」(契約期間)「どこで働くのか」(就業

場所)「どんな仕事をするのか」(業務内容)「何時から何時まで働くの

か」(始業・就業時間)、「残業はあるか」「休みはいつか」「賃金の

額や給料日」などの基本的な労働条件は書面で明示することが労働基

準法(15条)で決まっています。決まった給料日に賃金を支払わなかっ

たり、「罰金」などと言って一部を払わなかったりするのも労働基準

法違反です。10人以上の職場なら、これらのルールが書かれた「就業

規則」もあるはずですから、見ておきましょう。

point!

法律上の根拠！

労働基準法

第15・24・89・90・119条

最低賃金法

「就業規則」も
チェックを！
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④ ⑤

労働時間 有給休暇

時
間
�
守
�
�
�
！

残業手当は
２５%の割増！

不払い残業は
違法です

　労働基準法第32条は、労働時間の上限を１日

８時間・週40時間とし、それ以上働かせる時は、

①労使協定（会社と労働側代表者の間のとり決

め）を締結し、②残業手当を支払うことを使用

者に義務づけてています。

　労働時間には仕事前のミーティングや準備作

業時間、作業後の清掃時間も含まれます。

　会社が決まった時間を超えて労働を命じる場合は、「上限」を決め

た労使協定（36協定）と25％以上の割増賃金支払いが必要です。

　休日に働いた場合は、35％以上の割増賃金を通常賃金にプラスして

支払う必要がありますし、深夜勤務（夜10時～翌朝５時）や、「月60時

間」を越える残業には、さらに25％以上の割増賃金が必要です。

　「深夜」の残業なら「残業代125％」＋「深夜割増25％」で「時間数

×150％」の支払いが必要になります。

point!

法律上の根拠！

労働基準法

第32・36・37・115条

たまには
休みたい

　労働基準法第39条では、年次有給休暇の最低

基準を定めています。有給休暇は６ヶ月以上勤

務し出勤率が80％以上であれば、その後１年間

に10日取得でき、毎年一定日数が増加し、６年

半勤めれば最高20日取ることができます。

　有給休暇は理由が何であれ自由にとることができます。有給休暇を

とっても賃金をカットされたり、解雇されることはありません。その

年度にとりきれなかった分は翌年に限って繰り越せますし、職場に労

使協定（会社と労働側代表者の間のとり決め）があれば、時間単位で

の取得も可能です。

　パートなど非正規社員も、上の条件を満たせば有給休暇がとれます。

point!

法律上の根拠！

パートやアルバイトも
有給休暇はとれます！

労働基準法

第39・89・106・136条
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⑧ ⑥

フリーター

病
気
�
�
�
�

自
分
�
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？

派遣・パートにも
権利あり！

　病気やケガ・失業などにそなえる社会保険・労働保険も大事です。

週30時間以上働いていれば、パート、アルバイトでも健康保険や年金

に加入できます。雇用保険は、所定労働時間が週20時間以上なら加入

できます。

　失業した場合、①雇用保険への継続加入期間が12ヵ月以上（各月11

日以上勤務）、②倒産・解雇、期間満了後に契約更新されなかったと

きなどは６ヵ月以上（各月11日以上勤務）の被保険者期間があれば失

業給付の給付対象となります。仕事上のケガや病気の医療費や休業補

償（給料の８割）を給付する労災保険は、パートやアルバイトも「全

員加入」と決まっています。

point!

法律上の根拠！

社会保険も大事です。
チェックしてみよう！

705円

11年

719円

12年

734円

13年

748円

14年

764円

15年

相談コールはこちらへ！

北海道労働局総合労働相談コーナー

中小企業労働相談所(北海道)･･･労働相談ホットライン

労働相談フリーダイアル

北海道労働局雇用均等室(働く女性に関する問題)

北海道労働組合総連合(道労連)
http://www.dororen.gr.jp

ローカルユニオン結(ゆい)

北海道高等学校教職員組合連合会(道高教組)
http://www.dokokyoso.jp

･･･････････011-709-2311

･･0120-816-105

･･････････････････････0120-378-060

･････011-709-2715

････････････････011-815-8181

････････････････････011-815-4700

･････011-231-0816

労働基準法、労働契約法、最低賃金法、

労災保険法、労働安全衛生法、

雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法

お気軽に！

　パート・アルバイト、「派遣」「契約」など

で働く人も、基本的な権利が保障されています。

　働く日数や時間によっては有給休暇日数が少

なくなることなどを別にすれば、労働者として

の権利はかわりません。

10月8日～
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